
（ 4）2 0 2 4 年（令和 6 年）1 1 月 2 8 日（木曜日）（第三種郵便物認可）

　
と
う
き
ょ
う
共
済
の
火
災

共
済
制
度
で
は
、
事
故
・
災

害
の
発
生
で
契
約
者
が
物
件

の
損
害
を
確
認
し
、
と
う
き

ょ
う
共
済
や
取
扱
代
理
所
に

事
故
連
絡
す
る
と
、
と
う
き

ょ
う
共
済
職
員
が
す
ぐ
に
現

場
立
ち
合
い
調
査
を
行
う
。

今
回
の
新
サ
ー
ビ
ス
で
は
、

立
ち
合
い
の
際
に
契
約
者
が

早
期
の
復
旧

工
事
を
希
望

す
る
場
合

に
、
と
う
き

ょ
う
共
済
職

員
が
提
携
す

る
㈱
オ
ー
レ

ン
ス
社
に
連

絡
し
て
工
事
業
者
を
手
配
す

る
。

　
オ
ー
レ
ン
ス
社
は
、
年
間

１
万
５
０
０
０
件
以
上
の
損

害
鑑
定
調
査
や
復
旧
工
事
を

行
う
建
設
工
事
業
お
よ
び
一

級
建
築
士
事
務
所
で
、
自
社

に
一
級
・
二
級
建
築
士
、
建

築
施
工
管
理
技
士
、
損
害
保

険
鑑
定
人
な
ど
多
数
の
有
資

格
者
が
所
属
し
て
お
り
、
建

物
や
道
路
工
作
物
の
復
旧
工

事
で
は
50
年
以
上
の
実
績
が

あ
る
。
ま
た
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
上
で
鑑
定
や
復
旧
工
事
の

仕
事
と
建
築
専
門
家
を
結
ぶ

マ
ッ
チ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
や
、

各
地
域
の
建
築
専
門
家
と
オ

ン
ラ
イ
ン
上
で
つ
な
い
で
協

業
で
立
ち
合
い
調
査
を
行
う

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
お

り
、
自
社
内
の
人
材
や
建
築

専
門
家
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

中
か
ら
最
適
な
事
業
者
を
選

ん
で
事
故
現
場
に
派
遣
し
、

早
期
着
工
を
図
る
。

　
火
災
共
済
復
旧
サ
ポ
ー
ト

制
度
の
導
入
に
は
近
年
の
社

会
環
境
の
変
化
が
背
景
に
あ

る
。
気
候
変
動
の
影
響
な
ど

に
よ
り
、
自
然
災
害
が
年
々

巨
大
化
・
頻
発
化
し
て
お

り
、
ひ
と
た
び
大
規
模
な
自

然
災
害
が
発
生
す
る
と
被
害

が
広
範
囲
に
わ
た
る
こ
と
か

ら
、
建
物
な
ど
の
修
理
業
者

の
手
配
が
追
い
つ
か
ず
、
共

済
金
の
支
払
い
が
遅
く
な
る

ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る
。
ま

た
、
契
約
者
が
な
じ
み
の
修

理
業
者
を
持
た
な
い
場
合
も

多
く
、
事
故
や
災
害
が
発
生

し
た
後
に
と
う
き
ょ
う
共
済

職
員
が
対
面
で
立
ち
合
い
調

査
を
行
う
と
、
修
理
業
者
の

紹
介
を
依
頼
さ
れ
る
こ
と
も

少
な
く
な
い
と
い
う
。

　
一
方
で
、
最
近
は
大
規
模

災
害
の
後
に
便
乗
し
た
悪
質

商
法
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る

傾
向
が
あ
り
、
問
題
あ
る
住

宅
修
理
業
者
や
保
険
金
（
共

済
金
）
請
求
代
行
業
者
と
契

約
者
が
修
理
契
約
を
結
ん
で

悪
質
修
理
業
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
に
も
効
果

火
災
共
済
復
旧
サ
ポ
ー
ト
制
度
導
入

早
期
復
旧
工
事
ニ
ー
ズ
に
対
応

　
東
京
都
火
災
共
済
協
同
組
合
（
と
う
き
ょ
う
共
済
）
は
10
月
か
ら
、
「
火
災
共
済

復
旧
サ
ポ
ー
ト
制
度
」
を
導
入
し
た
。
住
宅
や
事
業
所
、
工
場
な
ど
の
損
害
を
受
け

た
火
災
共
済
契
約
者
が
早
期
の
復
旧
工
事
を
望
む
場
合
に
、
と
う
き
ょ
う
共
済
が
提

携
す
る
建
設
工
事
業
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
て
工
事
を
手
配
し
、
日
常
生
活

の
回
復
や
事
業
の
再
開
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
。
近
年
問
題
と
な
っ
て
い
る
悪
質
修
理
業

者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
を
防
止
す
る
効
果
も
期
待
で
き
る
。

とうきょう共済

恒川理事長

し
ま
い
、
高
額
な
解
約
手
数

料
を
要
求
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も

多
数
発
生
し
て
い
る
。

　
と
う
き
ょ
う
共
済
で
は
、

相
互
扶
助
・
相
互
信
頼
の
理

念
に
基
づ
き
、
組
合
員
で
あ

る
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業

者
に
対
し
て
必
要
な
補
償
と

付
加
価
値
の
高
い
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
で
事
業
支
援
を
行
う

こ
と
を
基
本
理
念
に
掲
げ
て

い
る
。
昨
今
の
火
災
共
済
契

約
者
を
め
ぐ
る
状
況
を
踏
ま

え
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
寄
り

添
っ
た
対
応
が
必
要
と
の
認

識
の
下
、
火
災
共
済
が
カ
バ

ー
す
る
幅
広
い
事
故
に
対
応

す
る
信
頼
で
き
る
修
理
事
業

者
と
提
携
し
て
今
回
の
新
制

度
を
導
入
し
た
。
と
う
き
ょ

う
共
済
の
恒
川
浩
二
理
事
長

は
、
「
共
済
業
界
の
中
で
全

く
新
し
い
チ
ャ
レ
ン
ジ
だ
っ

た
が
、
た
と
え
広
域
自
然
災

害
が
発
生
し
て
も
、
安
全
で

信
頼
で
き
る
修
理
業
者
を
す

ぐ
に
手
配
し
、
お
客
さ
ま
の

生
活
や
事
業
が
早
期
に
復
旧

で
き
る
体
制
を
備
え
る
こ
と

が
お
客
さ
ま
の
希
望
に
応
え

る
こ
と
だ
と
考
え
、
火
災
共

済
復
旧
サ
ポ
ー
ト
制
度
を
構

築
し
た
。
万
が
一
の
事
故
の

際
に
は
ぜ
ひ
多
く
の
方
に
利

用
い
た
だ
き
、
お
客
さ
ま
の

リ
ス
ク
回
避
に
役
立
て
て
も

ら
え
れ
ば
と
思
う
」
と
し

て
、
今
後
の
制
度
の
普
及
に

意
欲
を
示
し
て
い
る
。


